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令和７年４月２２日 
 
〒１００－０００４ 
東京都千代田区大手町１－５－１ 
大手町ファーストスクエア イーストタワー３階 
三浦法律事務所  
楽天グループ株式会社代理人 
弁護士 松田 知丈 先生 
 

特定非営利活動法人  
     消費者被害防止ネットワーク東海 

                         理事長  荻 原 典 子 
（連絡先）〒４６１－０００１  

名古屋市東区泉一丁目７－３４ 
荘苑泉３Ｃ 

                         事務局長 伊 藤 英 樹 
ＴＥＬ：０５２－７３４－８１０７ 
ＦＡＸ：０５２－７３４－８１０８ 

 
お問い合わせ 

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 これまで、楽天ポイントに係る権利の喪失等に係る貴社の規約について行ってき

た申入れや貴社の回答を踏まえまして、消費者保護及び救済の観点から、別紙の通

り貴社の規約に関して問い合わせをしますので、令和７年５月２２日までに上記連

絡先宛に、書面にて再度ご回答くださいますようお願い申し上げます。 
なお、本問い合わせに対する貴社からの回答の有無及び回答内容、本申入れ以降

の経緯・内容等については、消費者被害防止の観点から、当団体ホームページその

他適宜の方法により公表させていただくことがありますことを申し添えます。 
敬具 
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別 紙 

 

お問い合わせ事項 

 

 １ 貴社の会員が死亡した際に保有していた楽天ポイントについて、同会員の相

続人に対する相続手続き等に関する規約やその他の定めは存在しますか。 

   当該規約等が存在する場合は、その内容や規約等に基づく相続手続きについ

てご教示ください。 

 

 ２ 会員が死亡した際に保有していた楽天ポイントを会員が相続する方法、具体

的な手続きやその他会員が死亡した後の保有していた楽天ポイントの帰趨につ

いてご教示ください。 

 

以上 


